
1,798単位/月（週1回程度）

　436単位/回（1月に4回まで）

3,621単位/月（週2回程度）

　447単位/回（1月に8回まで）

・通所型独自生活向上グループ活動加算 100単位/月

・通所型独自サービス若年性認知症受入加算 240単位/月

・通所型独自サービス栄養アセスメント加算 50単位/月

・通所型独自サービス栄養改善加算 200単位/月

・通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ・Ⅱ Ⅰ　150単位/月

Ⅱ　160単位/月

・通所型独自一体的サービス提供加算 480単位/月

・通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1・Ⅰ2・Ⅱ1・Ⅱ2・Ⅲ1・Ⅲ2

24単位～176単位/月

・通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ・Ⅱ Ⅰ　100単位/月

Ⅱ　200単位/月

・通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ・Ⅱ

Ⅰ　020単位/回

Ⅱ　005単位/回

・通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 40単位/月

・通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ※

  ※通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴは令和7年3月31日で終了します

・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１1・１2 -18単位/月～ -36単位/月

・通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21・22 -4単位/回

・通所型独自業務継続計画未策定減算１1・１2・21・22 -４単位～ -36単位

・通所型独自サービス同一建物減算1・2 -376単位～ -752単位/月

・通所型独自サービス同一建物減算3 -94単位/回

・通所型独自送迎減算 -47単位/片道

・通所型独自定員超過減算 -30％

・通所型独自看護 介護職員欠員減算 -30％

単位

事業対象者
・

要支援1

加算

減算

１単位あたりの単価 10.14円

サービスコード A6

要支援2

名称 介護予防通所介護サービス

類型 通所型サービスA【独自型】

通所型サービスの単位（令和6年6月提供分から）



≪2時間以上4時間未満≫

134単位/回 202単位/回

　※1月に6回まで 　※１月に６回まで

179単位/回 269単位/回

　※1月に10回まで 　※1月に10回まで

・送迎加算（片道）※同一建物算定不可 025単位/回

・個別運動器機能訓練加算（※1） 040単位/回

・運動器機能向上加算 225単位/月

・栄養改善加算 150単位/月

・口腔機能向上加算 150単位/月

・選択的サービス複数実施加算Ⅰ（1～3） 480単位/月 

　　2…運動器機能向上及び口腔機能向上

　　3…栄養改善及び口腔機能向上

・選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位/月

　 （運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上）

・若年性認知症利用者受入加算 240単位/月

・生活機能向上グループ活動加算 100単位/月

・生活機能向上連携加算　　　 200単位/月

　（※運動器機能向上加算を算定している場合は100単位／月）

・栄養スクリーニング加算　　 005単位/回

　（※6月に1回を限度とする）

・入浴加算 540単位/回

・介護職員処遇改善加算　　　　　（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）

・介護職員等特定処遇改善加算　　（Ⅰ）、（Ⅱ）

・介護職員等ベースアップ加算　　（Ⅰ）、（Ⅱ）

・介護予防運動※未実施減算 -22単位/日

通所型サービスの単位（令和6年５月提供分まで）

名称

加算・減算

要支援2

事業対象者
・

要支援1

≪4時間以上≫

サービスコード

１単位あたりの単価

単位

｛※運動器機能向上計画をもとに、理学療法士等（理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又は
きゅう師）が個別に行う訓練｝

類型

A7

　　1…運動器機能向上及び栄養改善

10.27円（～令和6年3月　6級地）→10.14円（令和6年4月～7級地）

介護予防通所介護サービス

通所型サービスA【緩和型】


